自動車税還付金口座振込依頼書

私あてのこの自動車税の還付金を、下記の口座へ振り込んで下さい。
記
	富山
富
	
	
	
	カナ
	
	
	
	


１　自動車登録番号　　

２　住　所（所在地）　　〒　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３　氏　名（名　称）　　		 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Hlk122943122]４　連絡先（日中つながる電話番号）  TEL　　  　 　－　 　  　－　　   　　　
５　預　金　口　座　　
· 公金受取口座を利用する（個人のみ）
個　人　番　号　　　　　  　 　　 　  　　　   　　　　
※　利用する場合は、口座情報の記入は不要です。以下の①又は②を添付願います。
　　 ①　マイナンバーカード、特定在留カード、特別永住者証明書いずれかの写し（両面）
　　 ②  マイナンバー付きの住民票の写し＋本人確認書類（運転免許証等）の写し
· 振込口座を指定する（口座情報をご記入ください。
                     また、ゆうちょ銀行については、下記※を参照願います。）
（1） 口座名義（納税義務者本人の名義に限ります。）
　　　　　　　　　ﾌﾘｶﾞﾅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　
（２）金融機関名　　　　　　　　銀行・組合　　　　　　　　　　本店・支  所
　		    金庫・農協                    支店・出張所                   
（３）口座の種類（預金種目）（○で囲んでください）　　普　通　・　当　座
（４）口座番号　　　　　　　　　　　　　 　
※　ゆうちょ銀行口座への振込みには、「振込のための支店名・預金種目・口座番号」が必要です。ゆうちょ銀行の窓口で、「振込のための支店名・預金種目・口座番号」を通帳に印字してもらって下さい。（電話やインターネットでゆうちょ銀行に確認することもできます。）ゆうちょ銀行に口座を開設したときにつけられた口座番号(記号･番号)では振り込むことができません。
６　代理申請者　（納税義務者の代理で申請される場合は、下記へ記入願います。）　
（1） 氏　名（名 称）　　　　　　　　　　                        　　　　
（2） 連絡先（日中つながる電話番号）	TEL　　  　　－　  　　－　　　　  　
注意事項 ①提出期間は還付事由が生じた日から翌月の９日までです。ただし、月初め（６日頃まで）に二重納付や誤納付をした場合は当月の９日までです。　　　　 
②この書類を提出されても、県税の未納の徴収金がある場合は地方税法第17条
        の２第１項の規定により未納の徴収金に充当されるため、還付されません。
送付先　総合県税事務所　自動車税センタ―　業務課
　〒930－0992　富山市新庄町馬場　３９－６　　　　　　　　　
　　　   TEL　０７６－４２４－９２１１
　　　　 FAX　０７６－４２４－９７４９


